
 

 

 
平成22年10月６日 

各  位 
会 社 名     ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社 
代表者名 取締役会長兼社長 山田 淳一郎 
（コード番号 ４７９２ 大証ヘラクレス市場） 
問合せ先 取締役経理部長 谷田 和則 
（ＴＥＬ．０３－５３２２－３５５２） 

 

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ 

 
当社は、平成22年９月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成22年９月

30日を基準日として臨時株主総会を開催することをお知らせいたしましたが、平成22年10月６日開催の取締役会

において、臨時株主総会開催日及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 臨時株主総会の開催日時及び場所 

(1) 日時  平成22年11月10日（水曜日）午後１時 
(2) 場所  東京都新宿区西新宿１丁目23番７号 新宿ファーストウエスト11階会議室 

 
２． 臨時株主総会付議議案 

定款の一部変更の件（商号の変更、本店所在地の変更） 
 
３． 定款の一部変更の内容 

(1) 変更の内容 
変更の内容は、以下のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 
現 行 定 款 変 更 案 

（商号） （商号） 

第１条 当社は、ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社と称

し、英文では、TFP Consulting Group Co.,Ltd.と表示する。

第１条 当社は、山田コンサルティンググループ株式会社と称し、

英文では、YAMADA Consulting Group Co.,Ltd.と表示する。

第２条     （条文省略） 第２条     （現行どおり） 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を 東京都新宿区 に置く。 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を 東京都千代田区 に置く。 

 

（新 設） 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

 

附 則 

１． 第1条（商号）の変更は、平成22年12月1日に効力を発生す

る。なお、本附則は、当該効力発生日をもって、これを削除す

る。 

２． 第３条（本店の所在地）の変更は、平成22年11月30日まで

に開催される取締役会において決定する本店移転日をもって

効力を発生するものとする。なお、本附則は、当該効力発生日

をもって、これを削除する。 

 

(2) 変更の効力発生日 
商号の変更：平成22年12月１日 

  本店の所在地の変更：平成22年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日 
 
なお、議案の詳細につきましては、本日付で開示いたしました「商号の変更に関するお知らせ」及び「本社移転

に関するお知らせ」をご参照下さい。 
以 上 


